安房郡市広域市町村圏事務組合企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
令和8年3月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条　この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、安房郡市広域市町村圏事務組合の企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
[bookmark: _Hlk204160855]第2条　企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準は、この条例及び水道事業の管理規程に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
(給料表)
第3条　給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2　給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3　給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(特殊勤務手当)
第4条　職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について、特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情のあるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給する。
(管理職手当)
第5条　管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち水道事業管理者の権限を行う理事会(以下「管理者」という。)が別に指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2　管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
3　第1項に規定する職員の職にある職員には時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第6条　前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2　前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
3　管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して管理者が別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1)　第1項に規定する場合　同項の勤務1回につき、12，000円を超えない範囲内において管理者が別に定める額
(2)　前項に規定する場合　同項の勤務1回につき、6，000円を超えない範囲内において管理者が別に定める額
4　前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附　則
　(施行期日)
1　この条例は、令和8年4月1日から施行する。
　(経過措置)
2　この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの鴨川市企業職員、南房総市企業職員、鋸南町企業職員又は三芳水道企業団職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお、水道事業の廃止前の鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号)、南房総市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年南房総市条例第204号)若しくは鋸南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年鋸南町条例第1号)又は解散前の三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号)の例による。
